
 
 

事 務 連 絡 

令和２年５月２１日 

 

 

建設業者団体の長 殿 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

緊急事態措置を実施すべき区域の変更（令和２年５月 21 日） 

に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

このたび、令和２年５月 21 日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき区域が変更されたことを踏まえ、

地方公共団体及び国土交通省における工事等の対応について、別添１、２のとおり事

務連絡を送付しておりますので、ご参考にお知らせいたします。 

なお、感染拡大防止対策の徹底については、「建設業における新型コロナウイルス

感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日版）」及び内閣官房の新型コロナウイ

ルス感染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの感染拡大予防ガイ

ドラインも参考に、適切なご対応をお願いいたします。 

貴職におかれましては、当該取組についてご理解と適切な対応をお願いするととも

に、会員、傘下団体等に周知いただきますようお願いいたします。 

 



 
 

事 務 連 絡 

令和２年５月２１日 

 

 

各都道府県入札契約担当部局長 殿 
各指定都市入札契約担当部局長 殿  
 

 

国土交通省土地・建設産業局建設業課長 

 

 

緊急事態措置を実施すべき区域の変更（令和２年５月 21 日） 

に伴う工事及び業務の対応について 

 

 

このたび、令和２年５月 21 日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく

緊急事態宣言について、緊急事態措置を実施すべき区域が変更されたところですが、

施工中の工事及び測量・調査・設計等の業務における対応につきましては、「緊急事態

措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について」（令和２年５月 15

日付け事務連絡）等の内容を踏まえ、引き続き、適切なご対応を宜しくお願いします。 

また、国土交通省直轄事業において、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態

宣言の一部解除（令和２年５月 21 日）後における工事及び業務の対応について、別

添のとおり対応することとしておりますので、ご参考にお知らせします。 

なお、感染拡大防止対策の徹底については、「建設業における新型コロナウイルス

感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14 日版）」及び内閣官房の新型コロナウイ

ルス感染症対策ホームページにおいて公表されている業種ごとの感染拡大予防ガイ

ドラインも参考に、適切なご対応をお願いいたします。 

各都道府県におかれては、貴都道府県内の関係市町村（指定都市を除く。）に対して

も、周知を宜しくお願いします。 
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事  務  連  絡 

令和２年５月 21日 

 

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 殿 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 殿 

企 画 部 長 殿 

営 繕 部 長 殿 

港湾空港部長 殿 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 殿 

営 繕 部 長 殿 

各 地 方 航 空 局 総 務 部 長 殿 

空 港 部 長 殿 

保 安 部 長 殿 

国土技術政策総合研究所 総 務 部 長 殿 

          管理調整部長 殿 

国 土 地 理 院 総 務 部 長 殿 

 

   国土交通省  

大 臣 官 房 地 方 課 長 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長 

大 臣 官 房 公 共 事 業 調 査 室 長 

大臣官房官庁営繕部管理課長 

大臣官房官庁営繕部計画課長 

港 湾 局 総 務 課 長 

港 湾 局 技 術 企 画 課 長 

航 空 局 予 算 ・ 管 財 室 長 

     航空局航空ネットワーク部空港技術課長 

航空局交通管制部交通管制企画課長 

北 海 道 局 予 算 課 長 

 

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の一部解除（令和２年５月 21日）後 

における工事及び業務の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和２年５月 14日に緊急事

態宣言が 39県において解除されたことに加え、令和２年５月 21日に京都府、大阪府

及び兵庫県においても解除された。緊急事態宣言を踏まえた工事又は測量・調査・設

計等の業務（以下「工事等」という。）の対応については「新型コロナウイルス感染

症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」（令和２年４月７日

付け国地契第１号、国官技第６号、国営管第 12号、国営計第１号、国港総第 16号、

国港技第３号、国空予管第 15号、国空空技第５号、国空交企第３号、国北予第１

号。以下「４月７日通達」という。別紙１）に、工事等における新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止対策の徹底については、「工事及び業務における新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止対策の徹底について」（令和２年４月 20日付け国官総第

12号、国地契第５号、国官技第 19号、国営管第 49号、国営計第９号、国港総第 62
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号、国港技第９号、国空予管第 47号、国空空技第 13号、国空交企第 12号、国北予

第３号。以下「４月 20日通達」という。別紙２）に取扱いを定めたところである

が、緊急事態宣言が解除された地域は、本日改正された「新型コロナウイルス感染症

対策の基本的対処方針」においても、引き続き基本的な感染防止策の徹底等を継続す

る必要があるとされていることを踏まえ、当該地域における工事等の対応について、

４月７日通達のⅠ２、Ⅰ３及びⅡ並びに４月 20日通達に基づき、遺漏なきよう措置

されたい。 

なお、感染拡大防止対策の徹底については、受発注者双方において「建設業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14日版）」（「「建設

業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月 14日版）」

の作成について」（令和２年５月 14日付け国土建第 18号。別紙３）の別添１）及び

内閣官房の新型コロナウイルス感染症対策ホームページ注において公表されている各

業種のガイドラインも参考にされたい。 

 

注）新型コロナウイルス感染症対策ホームページ 

  https://corona.go.jp/ 

 

https://corona.go.jp/

